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   藤井寺市建設工事請負等業者選定要綱 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 本市における建設工事及び工事に伴う測量・調査・設計・監理・その他建設  

コンサルタント業務の請負又は委託を行う契約（建設工事の請負を行う契約につい

ては以下「建設工事契約」、建設コンサルタント等業務の委託を行う契約については

以下｢建設コンサルタント等契約｣という。）を締結する場合の一般競争及び指名競争

（以下｢競争入札｣という。）に参加する者に必要な資格及び当該資格の審査並びに参

加する者の選定等に関しては、別に定めるものほか、この要綱の定めるところによ

るものとする。 

第２章 競争入札参加資格 

（競争入札参加資格） 

第２条 市長は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２

項、同令第１６７条の５及び同令第１６７条の１１の規定により競争入札に参加す

る者に必要な資格（以下「参加資格」という。）を、次の各号により定めるものとす

る。 

⑴ 次のアからキまでに掲げる者でないこと。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当する者 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する事実があ

った後、２年を経過していない者 

ウ 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

エ 第４条の申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、

又は重要な事実について記載をしなかった者 

オ 参加資格のうち建設工事契約に関する参加資格（以下｢建設工事参加資格｣と

いう。）を得ようとする場合は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条

の規定による許可及び建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事項審査

（告示（平成６年建設省告示第１４６１号「建設業法の規定により、経営事項

審査の項目及び基準を定める件」）第１第１号の２に規定する審査基準日が第６

条に定める参加資格の有効期間の初日から１年７月前の日以後のものに限る。

以下「経営事項審査」という。）を受けていない者 

カ 建設工事参加資格を得ようとする場合、社会保険（雇用保険、健康保険及び

厚生年金保険）に加入していない者。ただし、各保険について、法令で適用が

除外されている場合を除く。 

キ 参加資格のうち建設コンサルタント等契約に関する参加資格（以下｢建設コン

サルタント等参加資格｣という。）のうち次条第１号イに掲げる②又は⑤に掲げ

る業種区分に関する参加資格を得ようとする場合は、それぞれ地質調査業者登

録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第７１８号）又は建設コンサルタン

ト登録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第７１７号）に基づく登録をし

ていない者 

ク その他の業務についてその営業に関して法律上必要な資格を有しない者 

⑵ 参加資格の区分は、建設工事参加資格又は建設コンサルタント等参加資格とし、
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参加資格の認定はそのいずれかの区分で行うものとする。 

⑶ 建設工事参加資格の認定に伴い、申請業種（第４条に定める申請の際に選択す     

る業種区分をいう。以下同じ。）ごとに当該業種における経営事項審査の総合評定

値を総合点数として付するものとする。 

⑷ 建設工事参加資格を有すると認定した者のうち、別表第４の規定を満たしてい

る者を市内業者又は準市内業者として認定するものとする。 

（工事種別等及び等級区分とその対応金額） 

第３条 地方自治法施行令第１６７条の５及び同令第１６７条の１１で規定する契 

約の種類と金額（発注物件の予定価格とする。以下同じ。）に応じあらかじめ定める

競争入札の資格要件は、次の各号により定めるものとする。 

⑴ 契約の種類は、次に定めるものとする。 

ア 建設工事契約については、業種区分（建設業法第２条第１項別表上覧に掲げ

る建設業の種類をいう。）に応じ工事種別として別表第１に掲げるものとする。 

イ 建設コンサルタント等契約については、業種区分として次に掲げるものとす

る。 

① 測量業務 

② 地質調査業務 

③ 建築設計・監理業務 

④ 補償コンサルタント業務 

⑤ 建設コンサルタント業務 

⑵ 前号アで定める工事種別ごとに、建設工事参加資格があると認定する者の等級

に対応する金額は、別表第３第１（等級別区分表）に掲げるものとする。 

⑶ 工事参加資格があると認定する者の等級は、前条第３号に規定する総合点数及

び建設業法に基づく許可区分に対応して、申請業種に対応する工事種別ごとに別

表第２に掲げるものとする。 

第３章 資格の審査 

（資格審査申請） 

第４条 市長は、参加資格の認定を行うに当たり、参加資格の審査（以下「資格審査」 

という。）を行うものとする。 

２ 資格審査は、２年に１回定期に行うものとする。 

３ 市長は、資格審査の申請（以下「申請」という。）をする者に対し、競争入札参加

資格審査申請書（以下「審査申請書」という。）を別に定めるところにより、提出さ

せるものとする。 

４ 申請は、建設工事参加資格又は建設コンサルタント等参加資格のいずれかを申請

参加資格区分として選択し、前条第１号に定める業種区分から１つを申請業種とし

て選択して申請するものとする。 

５ 前項の審査申請書の提出期限及び提出方法は、別に定めるものとする。 

（資格審査） 

第５条 市長は、前条第３項により提出された審査申請書の資格審査は次に定めると

ころにより行うものとする。 

⑴ 第２条第１号アからクまでに該当する者については、参加資格が無いと認定す
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る。 

⑵ 前号に定める以外の者については、工事参加資格又は建設コンサルタント等参

加資格のいずれかで参加資格を有する者（以下「有資格者」という。）として認定

する。 

⑶ 資格者のうち工事参加資格を有すると認定する者については、認定の際に次の   

事項に関することを行うものとする。 

ア 申請業種ごとに、第３条第３号で定める基準に基づき等級を付するものとす

る。 

イ 別表第４の規定を満たしている者を、市内業者又は準市内業者として認定す

るものとする。 

⑷ 有資格者のうち指名停止処分中の者については、処分期間経過後に指名競争に

関する参加資格を有する者として認定するものとする。 

２ 前項第３号アの認定に伴い等級を付する基礎となる経営事項審査の総合評定値の

取扱いについては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日を基準とす

る。 

⑴ 市内業者及び準市内業者 毎年４月１日 

⑵ 前項第３号ア以外の者 参加資格の有効期間の初年度の４月１日 

（資格の有効期間） 

第６条 前条により認定された参加資格の有効期間は、当該参加資格が認定されたと

きから次期の定期の資格審査に基づく参加資格の認定のときまでとする。 

（有資格者名簿） 

第７条 市長は、有資格者の名簿（以下「名簿」という。）を作成するものとする。 

２ 名簿の様式は、別に定めるところにより作成するものとする。 

３ 市長は、第１項の名簿を作成後、速やかに閲覧に供するものとする。 

（変更届と参加資格の認定の取り消し） 

第８条 市長は、申請者又は有資格者が建設工事参加資格を得ている又は得ようとす

る者が建設業法第１２条（第１７条において準用する場合を含む。）各号のいずれか

に該当することとなったときは当該各号に掲げる者に、若しくは建設コンサルタン

ト等参加資格を有する又は得ようとする者が次の各号のいずれかに該当することと

なったときは当該各号に掲げる者に、速やかにその旨を届け出させるものとする。 

⑴ 死亡したときは、その相続人 

⑵ 法人が合併により消滅したときは、その役員であった者 

⑶ 法人が破産により解散したときは、破産管財人 

⑷ 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その精算人 

⑸ 廃業したときは、本人又は役員 

２ 市長は、申請者又は有資格者が第２条第１号ア又はオからクまでのいずれかに該

当することとなったときは、速やかにその旨を届け出させるものとする。 

３ 市長は、申請者又は有資格者がその申請内容について変更があった場合において

は、速やかにその旨を届け出させるものとする。 

４ 市長は、第２条第１号アからクまでのいずれかに該当することとなったとき、又

は不正の手段により参加資格の認定を受けたときは、参加資格の認定を取り消すも
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のとする。 

第４章 契約方法 

（契約方法） 

第９条 建設工事請負契約及び建設コンサルタント等契約の契約方法については、法

を遵守し、おおむね別表第３に定める方法によるものとし、別に定める決裁区分に

より決定するものとする。 

第５章 指名競争における業者選定 

（指名基準） 

第１０条 市長は、地方自治法施行令第１６７条の１２第１項の規定による指名競争

入札に参加する者を指名（以下｢指名｣という。）する場合の基準は、次の各号に掲げ

るところによるものとする。 

⑴ 藤井寺市建設工事及び建設コンサルタント等業務委託競争入札指名停止要綱

（平成３年７月１日施行）に基づく指名停止措置を受けている者及び藤井寺市の

契約からの暴力団排除措置要綱（平成２６年４月１日施行）に基づく入札等排除

措置を受けている者でないこと。 

⑵ 指名をしようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに、当該発注物

件の金額、当該会計年度における指名及び受注の状況、申請業種等を勘案し、指

名が特定の有資格者に偏しないように有資格者の中から指名をしなければならな

い。 

ア 本市における建設工事又は業務の状況 

イ 不誠実な行為の有無、経営状況・安全管理の状況・労働福祉の状況その他の

信用状態 

ウ 事業成績 

エ 手持ち工事又は業務の状況 

オ 当該工事に対する地理的条件 

カ 当該工事施工又は業務における技術的適性 

⑶ 建設工事請負契約を指名競争に付そうとするときは、前号に定めるもののほか

次に掲げるところによるものとする。 

ア 当該工事の属する工事種別の金額に対応する等級に属する有資格者の中から

指名しなければならない。 

イ アの規定にかかわらず、技術的難易度が比較的小さいものにあっては、競争

に参加する者の全部又は一部について、当該等級の直近の下位の等級に属する

有資格者を指名することができる。 

ウ アの規定にかかわらず、技術的難易度が比較的高いものにあっては、競争に

参加する者の全部又は一部について、当該等級の直近の上位の等級に属する有

資格者を指名することができる。 

エ アの有資格者の数が少数である場合その他必要がある場合においては、当該

等級の直近の上位又は下位の等級に属する有資格者を指名することができる。 

オ アの規定にかかわらず、当該等級の１等級下位の等級に属する有資格者で工

事成績が特に優秀な者を、指名することができる。 

カ アの規定にかかわらず、当該等級の１等級下位の等級に属する有資格者で建
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設業法第１５条に基づく特定建設業許可を有する者を、指名することができる。 

２ 市長は、非常災害時又は特に緊急を要する工事及び特殊工事その他特別理由があ

ると認める工事等については、前項第２号の規定にかかわらず指名することができ

るものとする。 

３ 市長は、藤井寺市財務規則（平成１８年藤井寺市規則第８号）第９０条の規定に

基づき指名競争入札に参加させる者の数を、おおむね別表第３のとおり定めるもの

とする。 

（指名に際しての留意事項） 

第１１条 指名に際しては、予算の適正な執行に留意しつつ、優良な中小建設業者の

受注機会の増大を図るとともに、専門工事業者の活用についても、十分に配慮する

ものとする。 

（業者選定） 

第１２条 指名する業者は、藤井寺市建設工事等請負業者選定委員会において、選定

するものとする。 

附 則 

この要綱は、昭和５４年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、昭和５９年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成元年５月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成５年１１月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成６年４月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成６年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 
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この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係）

（建設工事契約の種類）

工事種別 業種区分

土木一式工事 土木一式工事

舗装工事 土木一式工事又は舗装工事

建築一式工事 建築一式工事

造園工事 造園工事

電気工事 電気工事

給排水・衛生設備工事 管工事

その他工事 前各欄に掲げる工事種別以外の工

事に該当する業種。

発注物件の内容により該当する業

種で取扱うものとする。
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別表第２（第３条関係）

（各工事種別における等級区分の資格要件）

工事種別
等級

区分
資 格 要 件（第２条により付した総合点数及び有資格者の有する

建設業許可の区分）

土木一式工事

及び

舗装工事

A 「１０００点以上」かつ「特定建設業許可」

B 「６３０点以上１０００点未満」かつ「特定建設業許可」

C 「５００点以上６３０点未満」かつ「特定建設業許可」、

又は「５００点以上」かつ「一般建設業許可」

D 「５００点未満」の「特定建設業許可」又は「一般建設業許可」

建築一式工事

A 「１０００点以上」かつ「特定建設業許可」

B 「６３０点以上１０００点未満」かつ「特定建設業許可」

C 「５００点以上６３０点未満」かつ「特定建設業許可」、

又は「５００点以上」かつ「一般建設業許可」

D 「５００点未満」の「特定建設業許可」又は「一般建設業許可」

造園工事

A 「６３０点以上」かつ「特定建設業許可」

B 上記以外

電気工事

A 「６３０点以上」かつ「特定建設業許可」

B 上記以外

給排水・衛生

設備工事

A 「６３０点以上」かつ「特定建設業許可」

B 上記以外

その他工事

A 「６３０点以上」かつ「特定建設業許可」

B 上記以外
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別表第３（第３条、第９条関係）

（契約の種類と金額に応じて定める等級区分と契約方法）

第１ 建設工事請負契約

工事種別 予定価格 等 級 契約方法

指名競争入札

における指名

業者数

土木一式工事
（次に定める工事以外

の土木一式工事）

２５０，０００千円以上 A 制限付き一般競争入札 －

４５，０００千円以上

２５０，０００千円未満
B 指名競争入札 ８社以上

１５，０００千円以上

４５，０００千円未満
C 指名競争入札 ６社以上

１５，０００千円未満 D 指名競争入札 ６社以上

推 進 工 法 を 伴

う 公 共 下 水 道

管渠布設工事

２５０，０００千円以上 A 制限付き一般競争入札 －

４５，０００千円以上

２５０，０００千円未満
B 指名競争入札 ８社以上

４５，０００千円未満 C 指名競争入札 ６社以上

舗装工事

４５，０００千円以上 B 指名競争入札 ８社以上

１５，０００千円以上

４５，０００千円未満
C 指名競争入札 ６社以上

１５，０００千円未満 D 指名競争入札 ６社以上

建築一式工事

２５０，０００千円以上 A 制限付き一般競争入札 －

７０，０００千円以上

２５０，０００千円未満
A,B 制限付き一般競争入札 －

１５，０００千円以上

７０，０００千円未満
C 指名競争入札 ６社以上

１５，０００千円未満 D 指名競争入札 ６社以上

造園工事

４５，０００千円以上 A 指名競争入札 ８社以上

４５，０００千円未満 B 指名競争入札 ６社以上

電気工事

４５，０００千円以上 A 指名競争入札 ８社以上

４５，０００千円未満 B 指名競争入札 ６社以上

給排水・衛生設備工事

４５，０００千円以上 A 指名競争入札 ８社以上

４５，０００千円未満 B 指名競争入札 ６社以上

その他工事

４５，０００千円以上 A 指名競争入札 ８社以上

４５，０００千円未満 B 指名競争入札 ６社以上

※第１０条第１項第３号カの規定により、指名競争入札において特定建設業許可を有

する者を１等級上位の工事に指名することができる。

※第１０条第２項の規定による緊急工事、特殊工事その他特別理由がある工事は除く。

第２ 建設コンサルタント等契約

業 務 種 別 予定価格 等 級 入札方法
指名競争入札に

おける指名業者

数

第 ３ 条 第 １ 号 イ に 掲

げるすべての業種

３０，０００千円以上 － 指名競争入札 ８社以上

３０，０００千円未満 － 指名競争入札 ６社以上
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別表第４（第２条、第５条関係）

（建設工事参加資格における市内業者又は準市内業者の認定基準）

１． 市内業者

項目 内容

１．事務所の設置 建設業許可所在地と同一場所（藤井寺市内）に設置

されていること。また、法人の場合は、本店所在地

が藤井寺市内として登記されていること。

２．常駐社員等の専任配置 営業活動及び事務を処理する社員等が常時配置され

ていること。

３．電話等の設置 営業活動をする上での必要とされる専用電話等が配

置されていること。

４．看板等の設置 事務所の明示及び営業活動の意味から事業所に看板

の設置がされていること。

５．納税 法人市民税等の申告納付がされていること。

６．営業の状況 １の事務所において有資格者として１年以上営業を

していること。

２． 準市内業者

項目 内容

１．事務所の設置 ①支店等が商業登記され､かつ営業活動及び支店活

動等の事務を処理する事務所が藤井寺市内に設置

されていること。なお、藤井寺市内の社員宅､知人

宅､資材置き場､倉庫等で事務所としての機能のな

いものは､事務所として認めないものとする。

②支店（その他の営業所）での営業をしようとする

建設業の許可を受けていること。

２．常駐社員等の専任配置 支店等としての営業活動及び事務を処理する社員等

が支店等に常時配置されていること。

３．電話等の設置 支店等として営業活動をする上での必要とされる支

店専用電話等が支店等に配置されていること。

４．看板等の設置 支店等の事務所の明示及び営業活動の意味から支店

等に看板の設置がされていること。

５．納税 法人市民税等の申告納付がされていること。

６．営業の状況 １の事務所において有資格者として１年以上営業を

していること。

  ※藤井寺市内においての事務所移転の場合は、要綱第５条第２項に定める基準日

からみて２年以上営業を行っていることとする。


